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５ 適用除外業務 

 

番号 質問内容 

５－１ 

 

（Ｑ）施行通達第２の６（１）で「適用除外業務」として列挙されている業

務以外は、その内容や性質にかかわらず、改善基準告示の適用は除外さ

れないのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）施行通達で列挙される業務以外の業務については、①人命又は公益を

保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基

づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に

照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断

することになります。 

上記の考え方によれば、例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行

車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が

国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業

務」として取り扱うことが考えられます。 

 

５－２ 

 

（Ｑ）悪天候や人身事故により列車の運休や遅延が発生した場合に、鉄道会  

社の要請を受けて行う、路線バス等の振替輸送の運転業務については、  

改善基準告示の適用は除外されるでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われる業務

に該当しない場合には、改善基準告示の適用は除外されません。 

 

５－３ 

 

（Ｑ）旅客運送事業の事業場で行われる「適用除外業務」としては、具体的

には、どのようなものが考えられるでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）例えば、 

① 災害対策基本法等に基づく緊急輸送の一環として、被災者等をバス

やタクシーにより輸送する 

② 家畜伝染病予防法のまん延防止のための殺処分や消毒業務を担当す

る行政機関の職員を、バスにより輸送する 

  といった場合が考えられます。 

 

５－４ 

 

（Ｑ）例えば、石油やガソリンの運搬業務は適用除外業務とは認められない

のでしょうか。 
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------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）石油やガソリンの運搬業務は、施行通達に規定されている消防法等に

基づく危険物の運搬の業務に該当しないため、適用除外業務の対象とな

りません。 

 

５－５ 

 

（Ｑ）トラック運転者Ａが、次のとおり「適用除外業務」に従事する場合、

「適用除外業務に従事しない期間」における拘束時間及び運転時間の上

限は、各々何時間となるでしょうか。 
 

日   月   火   水   木   金   土 

        26     27     28     29     30     31     １ （１週目） 

２   ３   ４   ５   ６    ７   ８ （２週目） 

９    10    11    12    13    14      15  （３週目） 

16   17    18    19    20     21     22  （４週目） 

23   24   25   26   27    28     29 （５週目） 

30   １   ２   ３   ４    ５    ６ （６週目） 

 

※７～10日、12～14 日（計７日間）に終日、「適用除外業務」に従事。 

※当該事業場では、起算日を毎月１日とした上で、当月は拘束時間を 295 時間まで

延長できる旨を労使協定で締結。また、運転時間は、前月 26 日、当月９日、23 日

を初日とする２週間ごとに計算。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）トラック運転者Ａの当該月における「適用除外業務に従事しない期間

（１～６日、11 日、15～30 日）」の拘束時間は、次の計算式のとおり、

当該月の日数及び「適用除外業務に従事しない期間」の日数の比率

（23/30）により、改善基準告示で規定する上限時間（295 時間）を按分

した時間（226.16 時間）を超えないものとする必要があります。 

 

23 日 ／ 30 日 × 295 時間 ＝ 226.16 時間 

 

また、トラック運転者Ａの２週間における「適用除外業務に従事しな

い期間（１・２週目は前月 26 日～当月６日、３・４週目は当月 11 日及

び 15～22 日）」の運転時間は、次の計算式のとおり、14 日及び当該２週

間の「適用除外業務に従事しない期間」の日数の比率（１・２週は 12/14、

３・４週目は 9/14）により、改善基準告示で規定する上限時間（88 時間）

を按分した時間（１・２週は 75.42 時間、３・４週目は 56.57 時間）を、

各々超えないものとする必要があります。 
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１・２週目 12 日 ／ 14 日 × 88 時間 ＝ 75.42 時間 

３・４週目 ９日 ／ 14 日 × 88 時間 ＝ 56.57 時間 

 

５－６ 

 

（Ｑ）トラック運転者Ａについて、次のとおり、同じ日に「適用除外業務」、

「適用除外業務以外の業務」の両方に従事する期間がある場合、「適用

除外業務に従事しない期間」及び「両方の業務に従事する期間」を通じ

た拘束時間、運転時間の上限は、各々何時間となるでしょうか。 
 

日   月   火   水   木   金   土 

        26     27     28     29     30     31     １ （１週目） 

２   ３   ４   ５   ６   ７    ８ （２週目） 

９    10    11    ○12    ○13   ○14    15 （３週目） 

16   17    18    19    20    21     22  （４週目） 

23   24   25   26   27   28    29 （５週目） 

30   １   ２   ３   ４    ５    ６ （６週目） 

 

※７～10 日の計４日間は終日「適用除外業務」に従事する一方、12 日～14 日の３

日間は「適用除外業務」と「適用除外業務以外の業務」の両方に従事。両方の業

務に従事した日の「適用除外業務以外の業務」の拘束時間は各 12 時間、運転時間

は各９時間。 

※当該事業場では、起算日を毎月１日とした上で、当月は拘束時間を 295 時間まで

延長できる旨を労使協定で締結。また、運転時間は、前月 26 日、当月９日、23 日

を初日とする２週間ごとに計算。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）トラック運転者Ａの当該月における、①「適用除外業務に従事しない

期間（１～６日、11 日、15～30 日）」と②「両方の業務に従事する期間

（12～14 日）」を通じた拘束時間は、次の計算式のとおり、当該月の日

数及び①と②の合計日数の比率（26/30）により、改善基準告示で規定

する上限時間（295 時間）を按分した時間（255.66 時間）を超えないも

のとする必要があります。 

 

（23日 ＋ ３日〕 ／ 30 日 × 295 時間 ＝ 255.66 時間（※） 

※両方の業務に従事する期間（12～14 日）の拘束時間（36時間）を含む。 

 

なお、両方の業務に従事する日の「適用除外業務以外の業務」の始業

時刻から起算して 24 時間の拘束時間は、下図のとおり、改善基準告示

の１日の拘束時間の上限（15 時間）を超えないこととする必要があり

ます。 
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※「適用除外業務以外の業務」の開始時刻から 24時間の拘束時間は 15 時間以内

とする必要。（上記例の場合、「適用除外業務以外の業務」の開始時刻（12:00）

から 24 時間の拘束時間は、休息期間を挟み 12 時間） 

 

また、トラック運転者Ａの３・４週目における、①「適用除外業務に

従事しない期間（11 日、15～22 日）」と②「両方の業務に従事する期間

（12～14 日）」を通じた運転時間は、次の計算式のとおり、14 日及び①

と②の合計日数の比率（12/14）により、改善基準告示で規定する上限

時間（88 時間）を按分した時間（75.42 時間）を超えないものとする必

要があります。 

 

３・４週目 （９日＋３日） ／ 14 日 × 88 時間 ＝ 75.42 時間（※） 

※両方の業務に従事する期間（12～14 日）における運転時間（27時間）を含む。 

 

なお、両方の業務に従事する日の「適用除外業務に該当しない業務」

の運転時間は、改善基準告示で規定する２日平均の１日当たりの運転時

間（９時間）を超えないようにする必要があります。 

 

 休息期間 適用除外業務 適用除外業務以外の業務 休息期間 
 

                       

 休息期間        適用除外業務以外の業務 休息期間 

５－７ 

 

（Ｑ）施行通達記第２の６（３）で示されている「適用除外業務」を行うに

当たって、事業場への備付けを行う書類とは、どのような書類を指すの

でしょうか。また、同じく施行通達記第２の６（３）で示されている、

自動車運転者ごとの当該業務への従事期間が明らかとなる記録の整備

は、どのような方法や内容により行えばよいでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）事業場への備付けを行う「適用除外業務」に該当することが明らか   

となる書類としては、当該業務の種類に応じ、例えば次のようなものが

考えられます。 

 

○ 施行通達記第２の６（1）ア又はイの業務 

・都道府県公安委員会から交付される「緊急通行車両確認証明書」、「緊急輸送車両

確認証明書」の写し 

２日目 

5:00 20:00 

8:00 

１日目 
12:00 

12:00 
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・当該業務の実施に当たり、国又は地方公共団体から、運送事業者又は事業者団体 あ

てに交付される要請文書、発注書、費用支払に関する書面の写しや、当該要請、発

注等の内容が記載された、国又は地方公共団体の担当部署からのメールの写し等 

○ 施行通達記第２の６（１）ウの業務 

・アルキルアルミニウム等を移送する事業者が、関係消防機関に送付する「移送の経

路等に関する書面」の写し 

・火薬類を運搬する事業者が、都道府県公安委員会に提出する「火薬類運搬届」「運

搬計画表」の写し、当該運搬に当たり、都道府県公安委員会から交付される「火薬

類運搬証明書」の写し 

・核燃料物質等を運搬する事業者が、国土交通大臣に提出する「運搬に関する計画書」、

都道府県公安委員会に提出する「核燃料物質等運搬届出書」の写し、当該運搬に当

たり、国土交通大臣から交付される「確認証」、都道府県公安委員会から交付され

る「核燃料物質等運搬証明書」の写し 

・放射性同位元素等を運搬する事業者が、国土交通大臣に提出する「運搬に関する計

画書」、都道府県公安委員会に提出する「放射性同位元素等運搬届出書」の写し、

当該運搬に当たり、国土交通大臣から交付される「確認証」の写し 

・上記のほか、運搬する危険物の種類や容量等の記載された受注書や費用支払に関す

る書面等 

 

また、「適用除外業務」の実施に当たり必要とされている、自動車運

転者毎の当該業務への従事期間が明らかとなる記録の整備の方法とし

ては、当該業務の具体的内容（運搬する物資や危険物等の内容や容量、

運搬の区域等）や実施日、実施時間帯等を、運転日報に記録しておくこ

とが考えられます。 
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